
(株)國井の特許に関する私たちの見解(2016.8.30) 

 

１．はじめに 

  株式会社國井を出願人とする「まつげエクステンション用人工毛の装着方法」に関する発明が特

許 5955355 号（以下「國井特許」といいます）として登録されたことを受けまして、各方面より

お問合せ・ご心配をいただいております。 

  私たちは、まつげエクステンションに関する事業分野に身を置く事業者として、今回の問題を私

たちにとって共通の重大な課題であると考え、この課題に冷静かつ適切に、また、真摯かつ誠実に

対応していくこと等を相互に申し合わせ、この間、特許法を専門とする弁護士・弁理士などの指導・

助言を受けながら、対応を協議してまいりました。 

  このたび私たちの共通の見解を取りまとめることができましたので、以下のとおりご説明させて

いただきます。 

 

２．私たちの施術方法は國井特許の技術的範囲外です 

  私たちが依頼した弁護士・弁理士の調査によりますと、國井特許は、出願後登録に至るまでの審

査の過程で、その一部が出願日以前の先行公知技術と同一である等の理由から特許庁審査官より拒

絶理由通知書が発せられ、これを受けて出願人である株式会社國井は手続補正書と意見書を提出し、

当初の出願の請求項を大幅に縮減する補正を行っていることが分かりました。このことから、國井

特許は、まつげエクステンション用人工毛を固定する作業を１本のまつげに対して繰り返し行うこ

とにより、複数本のまつげエクステンション用人工毛が装着されることを特徴とすることを要件と

して含む装着方法だけが特許としての技術的範囲としていることが明らかになっているとのこと

です。 

  この点、國井特許の権利者側は、 

なお、特許の詳細にある「固定する作業を１本のまつげに繰り返し行う」という文言については、

以下の２種類の装着方法が含まれています。 

① 人工毛を１本だけ掴んでグルーを付着させてまつ毛に装着する、という作業を１本の地まつ

げに対して何度も行う場合を想定しています。 

② 人工毛を一度に複数本掴み、グルーを付着させてまつ毛に装着する場合であっても、実際に

は１本ずつ異なる場所に装着されるため、この方法も含まれます。 

 などと説明し、あたかも國井特許が「１本の地まつ毛に極細人工毛を複数装着する技術」全体をそ

の技術的範囲とするものであって、権利者側のライセンスなしには、その技術に関するスクール、

講習、施術を行うことができないとする見解を公表しているようですが、私たちが依頼した弁護

士・弁理士によれば、この見解は明らかに間違っているとのことです。 

 

  まず、國井特許は、その権利者自身も認めているように、その請求にかかる技術的範囲が、まつ



げエクステンション用人工毛を１本のまつげに対して固定する作業が「繰り返し」行うものに限定

されているものです。そして、ここにいう「繰り返し」行われる「作業」が何かといえば、出願人

自身が、自ら作成した明細書によって、まつげエクステンション用人工毛の「挟持」と、まつげエ

クステンション用人工毛長さ方向端部の固定部への「接着剤」の「少量塗布」という過程を経て、

地まつげに対する「固定」へと至る一連の動作のことを指すと明言しているのです。 

  他方、私たちが今日実施しているまつげエクステンション用人工毛の装着方法は、①予め複数本

のまつげエクステンション用人工毛が根本で扇型状に接着されたものを１本の地まつげに対して

１回で装着する方法、又は、②複数本のまつげエクステンション用人工毛をグルーでひと固まりに

した上で１本の地まつげに対して一連の動作により１回で装着する方法です。このような私たちの

装着方法では、まつげエクステンション用人工毛の「挟持」と、まつげエクステンション用人工毛

の長さ方向端部の固定部への「接着剤」の「少量塗布」という過程を経て、地まつげに対する「固

定」へと至る作業は、一連の動作により１回で行われており、ここには國井特許の実質的に唯一の

特許要件である「繰り返し」が認められないことは、およそ誰の目にも明らかなことです。 

 

  よって、私たちは、依頼した専門の弁護士・弁理士を通じて、國井特許の権利者側に対し、私た

ちの実施しているまつげエクステンション用人工毛関連の事業があたかも國井特許を侵害するも

のであるかのように指摘することは誤った事実を告知・流布することにほかならず、依頼人らの営

業上の信用を害するもの不正競争行為（不正競争防止法第 2条第 1項第 15号）に該当するもので

あることを指摘して、そのような誤った事実の告知・流布することを中止するよう要請することに

しています。 

 

３．國井特許は無効とされる可能性が高いものです 

私たちの業界において「ボリュームラッシュ」と総称され、現在広く普及しているまつげエクス

テンション用人工毛の装着方法は、2008年ころにロシアの女性技術者 OLGA DOBRONRAVOVA

氏によって、１本の地まつげに対してまつげエクステンション用人工毛を１本ずつ繰り返し装着す

る施術法が発表され「ロシアンボリュームテクニック」として業界の注目を浴びたことに起源を求

めることができるとされています。 

この「ロシアンボリュームテクニック」といわれる施術方法は、その発表後、施術時間の短縮等

の課題の解決等のためにさらに改良が加えられ、①予め複数本のまつげエクステンション用人工毛

が根本で扇型状に接着されたものを１本の地まつげに対して１回で装着する方法、又は、②複数本

のまつげエクステンション用人工毛をグルーでひと固まりにした上で１本の地まつげに対して一

連の動作により１回で装着する方法が発明され、これらの方法が「ボリュームラッシュ」などと通

称されるようになり、現在では主流とされるに至っています。 

私たちの理解では、こうした初期の「ロシアンボリュームテクニック」、また、その改良技術と

して現在主流となっている、いわゆる「ボリュームラッシュ」の施術方法は、いずれも、最も遅い

ものでも國井特許の出願日である 2014 年 7 月 31 日よりも数年以上前の段階で公知の技術となっ



ているものであり、國井特許の関係者の発明であるとは言えないはずです。 

このことから、私たちとしては、國井特許には法律上の無効原因が存在し、また、従って、國井

特許の権利者側は、私たちを含む何人に対しても國井特許に基づく権利を行使することができない

ものと考えています。 

 

上に述べましたように、私たちとしては、國井特許の権利者側に対し、私たちが実施しているま

つげエクステンション用人工毛関連の事業があたかも國井特許を侵害するものであるかのような

誤った事実を告知・流布することを取り止めるよう要請することにしていますが、仮に権利者側が

その要請を無視して、國井特許を振りかざすような事態が継続するようなことになるとすれば、國

井特許の無効であることの確認を求めるための手続などを含め、あらゆる必要な法的対処を講じる

ことができるよう周到に準備をすすめていく所存です。 

 

  2016年 8月 30日 
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